
光 市 記 者 発 表 資 料 

令和７年１１月２１日 

件 

名 

 

令和７年度光市総合教育会議の開催について 

 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、市長と教育委員会

が相互の連携を図りつつ教育行政を推進するため、「光市総合教育会議設置要

綱」に基づき、「光市総合教育会議」を設置しています。 
ついては、下記のとおり、令和７年度光市総合教育会議を開催します。 

  

記 

 
 

１ 日 時 

令和７年１１月２７日（木）１４時から 

 

２ 場 所 

光市教育委員会１階ホール 

 

３ 議 事 

第３次光市教育大綱の策定について 
 

４ その他 

（１）会議は、原則公開します。ただし、個人の秘密を保つため必要があると

認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その

他公益上必要があると認めるときは、この限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問

合

せ 

担当課：教育総務課経理係  

担当者：加川、山本 （電話 0833-74-3601） 

 


